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�
月

日
︵
日
︶
に
投
票
︑
翌
日

21

日
︵
月
︶
に
開
票
が
行
わ
れ
ま
す
︒

22区
議
会
議
員
選
挙
の
定
数
は
︑

人
44

で
す
︒

入
場
整
理
券
の
配
付

�
月

日
︵
木
︶
ご
ろ
か
ら
︑
各

11

人
の
も
の
を
世
帯
ご
と
に
封
書
で
発

送
し
ま
す
の
で
︑
投
票
所
に
行
く
際

に
は
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
︒
入
場

整
理
券
が
届
か
な
い
場
合
や
破
損
・

紛
失
に
よ
り
投
票
所
が
わ
か
ら
な
い

場
合
は
︑
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

※
詳
細
は
︑
入
場
整
理
券
に
同
封
の

﹁
選
挙
の
お
知
ら
せ
﹂
を
ご
覧
く
だ

さ
い
︒

選
挙
公
報
の
配
布

候
補
者
の
公
約
︑
経
歴
な
ど
を
知

っ
て
い
た
だ
く
た
め
�
月

日
︵
火
︶

16

ご
ろ
ま
で
に
各
世
帯
に
配
布
し
ま
す
︒

区
施
設
や
区
内
の
駅
な
ど
に
も
﹁
選

挙
公
報
用
ポ
ス
ト
﹂
を
設
置
し
ま
す
︒

ま
た
︑
�
月

日
︵
月
︶
ご
ろ
か
ら

15

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ

ま
す
︒

期
日
前
投
票

投
票
日
当
日
に
︑
仕
事
や
旅
行
な

ど
の
用
事
等
で
投
票
所
へ
行
け
な
い

方
は
︑
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
︒

﹇
期
日
前
投
票
の
手
続
き
﹈

入
場
整
理
券
︵
裏
面
︶
の
﹁
宣
誓

書
﹂
を
記
入
し
︑
必
ず
本
人
が
期
日

前
投
票
所
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
︒

﹇
期
日
前
投
票
の
期
間
・
場
所
﹈

表
�
の
と
お
り

不
在
者
投
票

﹇
江
東
区
外
で
の
不
在
者
投
票
﹈

区
外
に
滞
在
中
の
方
は
︑
事
前
に

郵
便
な
ど
で
投
票
用
紙
等
を
請
求
す

れ
ば
︑
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会

で
投
票
が
で
き
ま
す
︒
手
続
き
に
数

日
か
か
る
た
め
告
示
日
前
か
ら
早
め

に
ご
請
求
く
だ

さ
い
︒

﹇
郵
便
等
に
よ

る
不
在
者
投

票
﹈

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
方
︑
ま
た
は

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
で

区
分
が
﹁
要
介
護
�
﹂
の
方
は
︑
自

宅
な
ど
で
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投

票
が
で
き
ま
す
︒

投
票
所
の
変
更

表
�
の
投
票
所
が
変
更
に
な
り
ま

す
︒
該
当
区
域
に
お
住
ま
い
の
方
は

ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

投
票
参
加
の
呼
び
か
け

区
民
の
中
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
﹁
明

る
い
選
挙
推
進
委
員
﹂
が
駅
や
商
店

街
︑
大
型
店
舗
の
周
辺
な
ど
で
︑
投

票
参
加
の
呼
び
か
け
を
行
い
ま
す
︒

▢問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
(
	


�
�
)

�

�

℻

(
	


�
�
)

�

�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
︑
被

保
険
者
す
べ
て
の
方
が
負
担
す
る

﹁
均
等
割
額
﹂
と
︑
被
保
険
者
の
前

年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
﹁
所

得
割
額
﹂
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
︒

均
等
割
額
の
軽
減
基
準
が
改
定
さ
れ

ま
し
た
︵
表
�
︶
︒

﹇
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減
﹈

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と

な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
会
社
の
健
康

保
険
な
ど
︵
国
保
・
国
保
組
合
は
除

く
︶
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
︑
加

入
か
ら
�
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
均

等
割
額
が
�
割
減
額
と
な
り
︑
所
得

割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
︵
表
�
︶
︒

※
平
成

年
�
月

日
以
前
に
後
期

29

30

高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
っ
た

被
扶
養
者
の
方
は
︑
平
成

年
	
月

31

日
を
も
っ
て
軽
減
期
間
が
終
了
と

31な
り
ま
す
︒

保
険
料
の
計
算
方
法
等
の
詳
細
は
︑

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
発
行
す
る
﹁
東
京
い
き
い
き
通

信
﹂
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒
な
お
︑

平
成

年
度
の
保
険
料
額
決
定
通
知

31

書
等
は
�
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
︒

▢問
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎
(
	


�
�
)
�
�
�
�

℻

(
	


�
�
)
�
�
�
	

�
月
か
ら
区
の
組
織
を
一
部
変
更

し
ま
す
︒
変
更
す
る
部
署
は
次
の
と

お
り
で
す
︒

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
室

東
京
�
�
�
�
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
開
催
に

向
け
︑
推
進
体
制
を
さ
ら
に
強
化
す

る
た
め
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
準
備
室
を
同
推
進
室

に
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
開
催
準
備
課
を
同
推
進
課
に
名

称
変
更
し
ま
す
︒
な
お
︑
�
月
�
日

︵
月
︶
か
ら
事
務
室
は
庁
舎
�
階
か

ら
庁
舎

階
に
移
転
し
ま
す
︒

10

▢問
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
推
進
課
連
携
・
調
整
係
︵
区
役

所

階
︶
☎
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�
)
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オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

推
進
課
事
業
推
進
係
︵
区
役
所

階
︶

10
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�
�
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�
)
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福
祉
部

障
害
者
福
祉
の
さ
ら
な
る
充
実
︑

推
進
を
図
る
た
め
︑
障
害
者
施
策
課

を
新
設
し
︑
障
害
者
支
援
課
を
含
め

て
組
織
の
再
編
を
行
い
ま
す
︒

○
障
害
者
施
策
課
：
障
害
者
︵
児
︶施

策
の
推
進
お
よ
び
事
業
者
指
導
等

○
障
害
者
支
援
課
：
障
害
者
︵
児
︶へ

の
支
援
︑
相
談
お
よ
び
手
当
の
支

給
等

▢問
障
害
者
施
策
課
施
策
推
進
係

︵
区
役
所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
�
階
17

番
︶

☎
(
	


�
�
)
�
�
�


℻

(
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障
害
者
支
援
課
支
援
調
整
係
︵
区
役

所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
�
階

番
︶

12
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℻

(
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�
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こ
ど
も
未
来
部

子
育
て
支
援
課
を
こ
ど
も
家
庭
支

援
課
に
名
称
変
更
す
る
と
と
も
に
︑

こ
ど
も
家
庭
係
お
よ
び
養
育
支
援
係

を
新
設
し
︑
組
織
の
再
編
を
行
い
ま

す
︒
な
お
︑
児
童
館
の
事
務
は
こ
ど

も
家
庭
係
で
︑
児
童
虐
待
の
相
談
は

養
育
支
援
係
で
取
り
扱
い
ま
す
︒

▢問
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
こ
ど
も
家

庭
係
︵
区
役
所
	
階

番
︶

15
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こ
ど
も
家
庭
支
援
課
養
育
支
援
係

︵
区
役
所
	
階

番
︶

15
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教
育
委
員
会
事
務
局

学
校
支
援
課
を
廃
止
し
︑
教
育
セ

ン
タ
ー
�
階
︵
東
陽
�
︱

	
︱



︶

に
教
育
支
援
課
を
新
設
し
ま
す
︒

こ
れ
に
伴
い
︑
教
育
セ
ン
タ
ー
に

専
門
相
談
員
を
集
約
し
︑
教
育
相
談

業
務
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
を
図
り
ま

す
︒放

課
後
支
援
課
を
廃
止
し
︑
地
域

教
育
課
を
新
設
す
る
と
と
も
に
組
織

を
再
編
し
︑
児
童
館
の
事
務
を
こ
ど

も
未
来
部
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
へ
移

管
し
ま
す
︒
な
お
︑
学
童
ク
ラ
ブ
・

江
東
き
っ
ず
ク
ラ
ブ
事
業
な
ど
放
課

後
支
援
事
業
は
地
域
教
育
課
が
事
務

を
取
り
扱
い
ま
す
︒

▢問
教
育
支
援
課
教
育
支
援
係
︵
教

育
セ
ン
タ
ー
�
階
︶

☎
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教
育
相
談
窓
口
︵
教
育
セ
ン
タ
ー
�

階
︶
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地
域
教
育
課
地
域
学
習
支
援
係
︵
区

役
所


階

番
︶

☎
(
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33万円+(28万円×被
保険者の数)以下

※同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯
主の｢総所得金額等を合計した額｣をもとに軽減します。
※65歳以上(平成31年1／1時点)の方の公的年金所得
は、さらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引い
た額で判定します。
※軽減判定は、当該年度の4／1(新たに制度の対象と
なった方は資格取得時)における世帯状況により
行います。

表1 均等割額の軽減

旧

33万円以下で9割軽減
の基準に該当しない

33万円以下で8割軽減
の基準に該当しない

新

33万円+(50万円×被
保険者の数)以下

33万円+(51万円×被
保険者の数)以下

旧

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万
円以下(その他の所得がない)

新

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

2割

8.5割

8割

軽減割合

5割
33万円+(27.5万円×
被保険者の数)以下

9割

豊洲シビックセンター1階ギャラリー
(豊洲2-2-18)※

※江東区役所・豊洲シビックセンター・総合区民センタ
ーでは4／17(水)に手話通訳者による案内を行います。

表1 期日前投票所

小松橋区民館
(扇橋2-1-5小松橋出張所4階)

森下文化センター2階工匠館
(森下3-12-17)

カメリアプラザ5階第1・2研修室
(亀戸2-19-1)

南砂区民館(南砂6-8-3南砂出張所4階)

総合区民センター6階第2研修室
(大島4-5-1)※

江東区役所2階区民ホール※

砂町区民館(北砂4-7-3砂町出張所3階)

場所

富岡区民館
(富岡1-16-12富岡出張所3階)

4／15(月)〜
20(土)
8：30〜20：00

期間

旧投票所

表2 投票所の変更

亀戸3・4丁目

有明1丁目2番12号以降、有明1丁目3
〜10、12〜13番、有明2丁目(9〜11番
除く)、有明3、4丁目、青海1〜4丁目

豊洲4丁目

対象区域

有明西学園(有明1-7-13)

亀戸梅屋敷(亀戸4-18-8)

豊洲小学校(豊洲4-4-4)

新投票所

有明スポーツ
センター

香取小学校

深川第五中学校

※1 低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する
場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

※2 所得割額の軽減割合については、今後見直しが
検討されています。

表2 被扶養者だった方の軽減 ※1

平成31年度
以降

対象年度

加入から2年を経過する
月まで5割

均等割額

軽減割合

かかりません
※2

所得割額

オリンピック・
パラリンピック
開催準備課

オリンピック・
パラリンピック
開催準備係

(改正前)

オリンピック・
パラリンピック
開催準備室

オリンピック・
パラリンピック
推進室

(改正後)

事業推進係

連携・調整係

オリンピック・
パラリンピック
推進課

オリパラ開催準備室 組織改正

(改正前)

障害者支援

課

障害者施策

課(新設)

(改正後)

障害者支援

課

障害者支援課 組織改正

放課後支援課

(改正前)

学校支援課
(廃止)
区役所6階

教育支援課
(新設)
教育センター
2階

(改正後)

地域教育課

教育委員会事務局 組織改正




